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公売財産明細書 

売却区分 

番  号 
機構７－１ 

見積価額 ６２７，９００円 

公売保証金 ７０，０００円  

公

売

財

産

の

表

示 

 

（一棟の建物の表示） 

 所 在 田辺市天神崎 １３８９番地３ 

 建物の名称 シータイガー・クルフィスポート 

 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根９階建 

 床 面 積 １階 １６８６．８４㎡ 

        ２階 ２１１１．００㎡ 

        ３階 １８３２．８４㎡ 

        ４階 １７２０．４２㎡ 

        ５階 １６０５．４２㎡ 

        ６階 １４９０．４２㎡ 

        ７階 １３７５．４２㎡ 

        ８階 １２４９．６７㎡ 

        ９階  ６６４．２４㎡ 

 

（専有部分の建物の表示） 

 家 屋 番 号 天神崎１３８９番３の５２１ 

 建物の名称 ５２１号 

 種 類 居宅 

 構 造 鉄筋コンクリート造１階建 

 床 面 積 ５階部分 ８９．４１㎡ 

 

（敷地権の目的である土地の表示） 

 土地の符号 １ 

 所在及び地番 田辺市天神崎 １３８９番３ 

 地 目 宅地 

 地 積 ７５１５．４３㎡ 

 

（敷地権の表示） 

 土地の符号 １ 

 敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 １１９００３４分の９４８８ 

 

以上、登記簿の表示による。 
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【土地の概況等】 
●位置・交通・公共施設等への距離 

 対象不動産は、田辺市の南西部に位置する天神崎区に所在し、ＪＲ西日本・紀勢本線「紀伊
田辺」駅の西方約２．６ｋｍ、同線「芳養」駅の南方約２．３ｋｍに位置する。田辺市役所へ約
３．０ｋｍ、大型商業施設「オークワパビリオンシティ」へ約２．７ｋｍに位置する。 

●街路条件 

 北側に幅員約１２ｍの舗装市道目良線に接面している。 

●環境条件 

・地勢：ほぼ平坦 地盤：普通 

・供給処理施設の整備状況 上水道：有  都市ガス：無  公共下水道：無  

・津波については、和歌山県ホームページの東海・東南海・南海３連動地震による津波浸水想
定図において浸水域に入っている 

●行政的条件（主な公法上の規制） 
非線引都市計画区域、準工業地域（建蔽率：６０％、容積率：２００％） 
宅地造成等工事規制区域、景観計画区域、和歌山県屋外広告物条例 

●画地条件 

・形状等：間口約５３ｍ、奥行約１４０ｍ、地積７５１５．４３㎡、不整形の中間画地。 

・高低等：上記市道とほぼ等高。 

●その他 

・埋蔵文化財の有無 周知の埋蔵文化財包蔵地「立戸遺跡」に含まれている。 

・地下埋設物の有無 外観からは特別な地下埋設物は確認されない。 

 

【建物の概況等】 
Ａ．一棟の建物の概要 

●建築年月日：平成３年８月３１日新築 

●建物の用途：共同住宅 

●仕様 構造：鉄筋コンクリート造 屋根：陸屋根 外壁：タイル等 

●床面積 ９階延 １３，７３６．２７㎡ 

●設備 エレベーター：あり 駐車場：あり  

その他：ゴミ置場、コインランドリー、共同トイレ 

●管理形態 

管理組合：シータイガークルフィスポート管理組合 

管理方式：紀州造船株式会社に委託 

●特記事項 

 共用施設内にて雨による被害の跡と思料される箇所がある。 

Ｂ．専有部分の概要 

●構造 鉄筋コンクリート造１階建 

●位置 ５階部分 ５２１号室 

●床面積 ８９．４１㎡（登記面積） 
●間取り 添付の資料参照 

●仕様 天井：クロス等 床：板等 内壁：クロス等 

●管理費等（月額） 
 管理費：３５，９００円 修繕積立金：４，７４０円 

 水道代：３３０円 温水台：１，３２０円 

・管理費等の未納は存在するが買主には引き継がれない。 

●特記事項 

・内壁の剥がれや床の汚れが存する。 

・居室部分やバルコニーに残置物が存する。 

・和室の床は、畳ではなくフローリングとなっている。 

・雨漏りや白蟻による被害については目視可能な範囲では発見できない。 

・調査時点では、給湯設備について漏水の影響により温水が出ないことを確認。 
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●公売財産は一括して公売します。 

●図面と現況が異なる場合は、買受代金納付時の現況を優先します。 

●公売財産の現況や権利関係、法的規制等は、公売財産明細書等の関係資料のほか、登

記簿等の公簿類、関係官庁、現地調査などで十分に内容をご確認のうえ、入札してくださ

い。 

なお、現地調査に当たっては、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害しないように

留意してください。現地確認は、必ずご自身で行ってください。 

●図面、現況写真等は、おおよその位置を示すもので、現況と異なる場合があります。 

●買受人が売却決定に基づく買受代金を全額納付したときに、公売財産を取得します。公

売財産は、買受代金納付時の現況有姿で権利移転します。 

●和歌山地方税回収機構は、引渡しの義務を負いません。 

●公売財産上にある動産等は、公売の対象外です。 

●買受人は、公売物件の明け渡し等について、占有者との協議を必要とします。 

●公売財産内には動産（残置物）がありますが、それらの撤去については買受人自身でそれ

ら動産の所有者と協議をしたうえで行い、また、占有者等の立退きなどは全て買受人自身

で行ってください。和歌山地方税回収機構は関与いたしません。 

●公売財産に隠れた瑕疵があっても、現所有者および和歌山地方税回収機構に担保責任

は生じません。 

●本件は共同名義にできないため、共同入札はできません。 

●和歌山地方税回収機構は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを

行います。権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税など）は買受人の負担となりま

す。 

 また、権利移転（不動産の取得）に当たっては、不動産登記をされた名義人（所有者）の方

に、県税である不動産取得税が課税されます。 

●公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札結果をもって行います。 

●税の納付等により公売を中止することがありますので、入札前にご確認ください。 

●公売財産は不動産の区分所有権ですが、所有権移転には管理会社である紀州造船株式

会社の面談、資格審査等の事前承認が必要となります。 

●入会金、年会費については、管理組合にお問い合わせください。 

●その他、施設面でのご不明な点は、シータイガークルフィスポート管理組合（0725-45-

5005）にお問い合わせください。 
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売却区分番号：機構７－１ 

(注) 地図はおおよその場所を示しているので、公簿等により必ず現地確認を行ってください。 

所 在 図 
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売却区分番号：機構７－１ 

対象地 

 

 

 

 

公図写   
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売却区分番号：機構７－１ 

建物図面・各階平面図 
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売却区分番号：機構７－１ 

５２１号室 間取図 
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売却区分番号：機構７－１ 

現 況 写 真 

（令和７年８月時点） 

 
【田辺湾から撮影】 

 

【対象物件を西側から撮影】 

写真の境界線はおおよそですので、必ず確認を行ってください。 
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売却区分番号：機構７－１ 

現 況 写 真 

（令和７年８月時点） 

 

【バルコニー】 

 

【和室６帖】             【居間・食堂】 
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売却区分番号：機構７－１  

現 況 写 真 

（令和７年８月時点） 

 

【洋室(１)】            【便所】 

 

【洗面室】              【浴室】   

 

 


